
　国民生活センターは、全国の消費生活センター等に寄せられる相談のうち、契約当事者が６０歳以上である相
談は増加傾向にあり、２０１８年度には約４３万件と過去１０年で最高を更新し、相談全体に占める６０歳以上の相
談の割合も約４９％と増加していると発表しています。

１．情報通信関連の相談が非常に多い

２．高齢になるにつれ、訪問販売や電
話勧誘販売の相談が増加している

１．消費者トラブルはひとごとではありません。自
分は大丈夫と思いこまず、日頃からいろいろな
消費者トラブルについて知っておきましょう

２．消費者トラブルを防ぐには、周囲の方による見
守りも非常に大切です

６０歳以上の消費者トラブルが４０万件も！

◎　連　絡　先　◎
　長万部町役場産業振興課　☎２－２４５５

　消費者ホットライン（局番なし）１８８（函館消費者センター又は国民生活センターへ繋がります）

国民生活センターＨＰより一部抜粋

トラブルの現場を知って、被害を防ぎましょう！

６０歳以上の契約当事者の
トラブルの特徴

消費者へのアドバイス
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